
【大阪散骨請負約款‒①】

［お申し込みについて］

お申し込み
必要書類

●お申し込み資格
　成人の承継者、もしくはそれに準ずる方で遺骨の責任を有する方です。
　本人確認できる身分証明書の写しを申込時に同送してください。
●ご親族（近親者）によるお申し込み
　お申し込みに際し、必ずお申込者様以外のご親族承継者の同意が必要です。
　後見人の場合、後見人証明書類と遺言書等の写しを申込時に同送してください。
●責任について
　他の遺族より苦情が出た場合は、すべて申込者が責任を負うものとします。
　親族間の意見の違いについて、当社は一切の責任を負いません。
　暴力団または反社会組織の構成員、準構成員またはそれに準ずる者ではないこと。

［コースと料金について］

お申し込み後、7日以内に上記の既定料金を弊社指定の銀行口座にお振込みください。
お振込み、もしくはクレジットカード決済にて受付完了となり、入金確認後に「受付番号」をご連絡いたします。

普通散骨供養一式 一霊位(一体) 　　20,000 円(税込)
永代散骨供養一式 一霊位(一体) 　　50,000 円(税込)
骨壺の大きさは問いません。
振込み費用については申込者側の負担とします。

［遺骨の送付について］
必ず郵便局の「ゆうパック」にて送付してください。
郵便以外の宅配では受付ておりませんのでご了承ください。
本社住所に直接の持ち込みは固くお断りします。
お申し込み必要書類を同封してください。
ゆうパック送り状の内容物に「遺骨」と記載してください。
ゆうパック送り状の備考欄に当社より連絡した「受付番号」を記載してください。
ご遺骨到着後すぐにパウダー化のためキャンセルはできませんので、ご了承ください。

［遺骨のパウダー化について］
ご遺骨は到着後、祭壇にご安置し、散骨前供養の読経を行います。
その後すぐに「散骨に関するガイドライン」に従い粉状(パウダー状)に砕きます。
お一人ずつ水溶紙にお包みし散骨までの期間、保管します。
骨壺、骨箱は当社にて廃棄いたします。返送いたしません。
到着した遺骨はすべて散骨します。分骨等は行いませんので、ご了承ください。
手元に残したい場合は発送前、ご遺族にて分骨の後に発送してください。

申込書1通
身分証明書（免許証、保険証等本人の身元確認証明書）1通（コピー可）
埋葬・埋蔵許可証、火葬済押印のある火葬許可証、
改葬許可証・埋蔵証明書（3ヶ月以内）のいずれか（コピー可）
※証明書等を発行されない墓地の場合は事前にご相談ください。



［大阪散骨実施について］

【大阪散骨請負約款‒②】

代行散骨のみ行います。乗船散骨は行っておりません。 
宗教・宗派を問わず受付ます。 
特定宗教の作法を指定しての散骨は受付できません。
人骨に限ります。
ペットの散骨をご希望の方は事前にご相談ください。
散骨海域は大阪湾(緯度34.6°/経度135.3°付近の海域)です。
今後、散骨海域に施設、養殖場、航路などが新設された場合は海域を変更することがあります。
散骨は原則として春・秋の年2回行うものとします。
ご遺骨到着後、6か月以内に散骨いたします。
申込みが多い場合には随時に出港する場合があります。
出港日、出港場所等はお知らせいたしません。
散骨時の写真撮影等も行いません。
献花、献酒等、副葬品も一切行いません。
散骨終了後に「散骨証明書」を発行して郵送もしくはメールにて送信します。

［供養について］
●高野山真言宗の僧侶が高野山真言宗の作法（中院流）にて供養いたします。
　
　普通供養コース内容
・ご遺骨到着時に祭壇にご安置し供養のお勤めをいたします。
・パウダー化作業の際にも供養のお経を唱え続けます。
・散骨までの保管中も毎朝、供養のお勤めをいたします。
・散骨時、海上にて供養のお経を唱えながら静かに海中へ投じます。
・散骨より帰着後、散骨完了のお勤めをいたします。
・毎年、春秋のお彼岸の中日とお盆と年末に散骨されたすべての御霊位の安寧を願い合同法要を行います。

　永代供養散骨コース内容
・上記の普通供養コースに加えて、祥月命日にお一人ずつお名前を読み上げて三十三回忌まで法要を行います。

［その他］
当社に帰すべき事由の責以外の事故(自然災害、天災事変、戦乱、 暴動、その他)による
損害は免責とさせていただきます。
本約款は令和２年度に発表された厚生労働科学特別研究事業による
「散骨に関するガイドライン」に準じております。
今後、同様の発令がされた場合に、その内容に従い変更する場合があります。
生前でのご予約等は承っておりません。
個人情報は当社プライバシーポリシーに従い、適切に取扱い致します。
詳しくはホームページをご覧ください。


